
自
立
し
た
安
定
的
な
財
政
運
営
を
実
現
す
る
た
め
の
地
方
税
財
政
制
度
の
構
築
等
に
関
す
る
決
議 

  

地
方
公
共
団
体
が
人
口
減
少
の
下
で
疲
弊
す
る
地
域
経
済
の
現
状
を
克
服
し
、
個
性
豊
か
で
活
力
に
満
ち
た
地
域
社
会
を
創
造
す
る
た

め
に
、
政
府
は
、
自
立
し
た
安
定
的
な
財
政
運
営
が
可
能
と
な
る
地
方
税
財
政
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を
始
め
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
格
段
の

努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
交
付
団
体
を
始
め
地
方
の
安
定
的
な
財
政
運
営
に
必
要
な
一
般
財
源
総
額
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
の
地
方
財
政
計
画
の
水
準
を
下
回
ら

な
い
よ
う
、
予
見
可
能
性
を
持
っ
て
安
定
的
に
確
保
す
る
と
と
も
に
、
物
価
高
へ
の
対
応
に
要
す
る
経
費
、
社
会
保
障
関
係
費
そ
の
他
拡

大
す
る
行
政
需
要
に
合
わ
せ
て
拡
充
を
図
る
こ
と
。 

 

二
、
専
門
人
材
を
始
め
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
人
員
確
保
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
将
来
に
わ
た
っ
て
、
行
政
サ
ー
ビ

ス
が
持
続
可
能
な
形
で
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
地
方
公
務
員
の
人
員
確
保
や
専
門
性
向
上
に
係
る
必
要
な
財
政
措
置
そ
の
他
の
支
援
に
万

全
を
期
す
こ
と
。
特
に
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
含
む
地
方
公
務
員
の
人
件
費
に
つ
い
て
は
、
民
間
給
与
の
上
昇
等
の
動
向
を
踏
ま
え
、

そ
の
増
加
に
要
す
る
財
源
を
確
実
に
措
置
す
る
と
と
も
に
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
改
定
の
遡
及
等
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
徹

底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
の
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
任
用
・
勤
務
条
件
等
に

係
る
適
正
な
取
扱
い
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
実
態
を
把
握
し
つ
つ
適
切
な
助
言
を
行
う
こ
と
。 

 

三
、
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
本
来
の
役
割
で
あ
る
財
源
調
整
機
能
と
財
源
保
障
機
能
が
十
分
発
揮
で
き
る
よ
う
、
引
き
続
き
、
地
方
税

等
と
併
せ
必
要
な
総
額
の
充
実
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
臨
時
財
政
対
策
債
に
依
存
し
な
い
財
政
運
営
の
確
立
を
目
指
す
こ
と
。
ま
た
、

令
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今
後
、
財
政
収
支
に
大
幅
な
不
足
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
地
方
交
付
税
の
法
定
率
の
引
上
げ
を
行
い
、
安
定
的
に
総
額
を
確
保
す
る
こ

と
。 

 
四
、
地
方
交
付
税
の
原
資
と
な
る
税
収
の
見
積
り
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
減
額
に
よ
る
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
、
正
確
を
期
す
よ
う
、
万
全

の
努
力
を
払
う
こ
と
。
ま
た
、
税
収
の
見
込
額
が
減
額
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ

う
、
国
の
責
任
に
お
い
て
十
分
な
補
塡
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

五
、
地
方
税
に
つ
い
て
は
、
地
方
財
政
の
自
主
性
・
自
立
性
を
確
立
し
、
安
定
的
で
充
実
し
た
財
源
を
確
保
で
き
る
地
方
税
制
の
構
築
を
図

る
こ
と
。
ま
た
、
減
収
が
生
ず
る
地
方
税
制
の
見
直
し
を
行
う
場
合
に
は
、
代
替
の
税
源
の
確
保
等
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
税
負
担
軽

減
措
置
等
に
つ
い
て
は
、
真
に
地
域
経
済
や
住
民
生
活
に
寄
与
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
よ
う
慎
重
に
対
処
す
る
こ
と
。
と
り
わ
け
固
定
資

産
税
は
、
市
町
村
の
基
幹
税
目
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
納
税
者
の
税
負
担
に
も
配
慮
し
つ
つ
安
定
的
税
収
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。 

 

六
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
地
域
間
格
差
が
過
度
に
生
じ
な
い
よ
う
、
税
源
の
偏
在
性
が
小
さ
く
税
収
が
安
定
的
な
地
方
税
体
系
の
構

築
に
向
け
、
地
方
公
共
団
体
の
行
財
政
の
実
態
を
踏
ま
え
、
適
切
な
偏
在
是
正
措
置
を
早
急
に
講
ず
る
こ
と
。
併
せ
て
、
国
と
地

方
公
共
団
体
の
適
切
な
役
割
分
担
の
下
、
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
を
進
め
る
な
ど
、
地
方
公
共
団
体
が
担
う
行
政
サ
ー
ビ

ス
に
見
合
っ
た
財
源
の
充
実
確
保
を
図
る
こ
と
。 

 

七
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
関
し
て
は
、
応
益
性
や
負
担
分
任
性
な
ど
地
方
税
の
性
格
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
税
制
を
通
じ
て
寄

附
者
が
ふ
る
さ
と
を
応
援
す
る
と
い
う
制
度
本
来
の
趣
旨
に
沿
っ
た
適
切
な
運
用
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
。
ま
た
、
寄

附
の
募
集
や
返
礼
品
等
に
係
る
情
報
を
掲
載
す
る
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
運
営
事
業
者
に
対
し
て
地
方
公
共
団
体
が
支
払
う
手
数

料
等
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
で
き
る
限
り
そ
の
縮
減
を
図
り
つ
つ
、
健
全
な
運
用
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
。 

 

八
、
昨
今
の
金
利
上
昇
の
影
響
に
も
留
意
し
つ
つ
、
累
積
す
る
地
方
債
の
元
利
償
還
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
の
財
政

運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
万
全
の
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
引
き
続
き
、
臨
時
財
政
対
策
債
や
交
付
税
特
別
会
計
借
入



金
と
い
っ
た
特
例
的
な
債
務
残
高
の
縮
減
に
努
め
、
地
方
財
政
の
健
全
化
を
進
め
る
こ
と
。 

 
九
、
地
方
債
に
つ
い
て
は
、
財
政
力
の
弱
い
市
町
村
が
円
滑
に
資
金
を
調
達
で
き
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
の
機
動
的
な
活
用
を

含
め
、
公
的
資
金
の
確
保
と
適
切
な
配
分
に
最
大
限
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。 

 

十
、
国
際
情
勢
の
影
響
等
に
よ
り
更
な
る
物
価
高
騰
も
懸
念
さ
れ
る
中
、
地
方
公
共
団
体
の
官
公
需
に
お
け
る
価
格
転
嫁
の
取
組

が
適
切
に
進
む
よ
う
、
必
要
な
一
般
財
源
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
経
済
・
物
価
動
向
等
に
応
じ
て
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

迅
速
か
つ
適
切
に
追
加
的
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
指
定
管
理
者
や
委
託
事
業
者
が
物
価
高
騰
に
対
応
し
、
安
定
的

な
業
務
運
営
を
行
う
た
め
、
指
定
管
理
料
や
契
約
金
額
の
見
直
し
等
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。 

 

十
一
、
地
方
公
共
団
体
が
維
持
管
理
す
る
施
設
・
イ
ン
フ
ラ
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
老
朽
化
に
伴
う
更
新
需
要
の
増
大
が
見
込
ま

れ
て
お
り
、
近
年
の
事
故
等
を
踏
ま
え
、
住
民
生
活
の
安
全
確
保
を
最
優
先
す
る
観
点
か
ら
、
点
検
・
調
査
、
修
繕
、
更
新
・
老

朽
化
対
策
に
要
す
る
経
費
に
関
し
、
確
実
か
つ
安
定
的
に
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 

十
二
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
つ
い
て
は
、
標
準
準
拠
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行
が
完
了
す
る
ま
で
に
要
す
る
経
費
を
全
額

国
費
で
支
援
す
る
と
と
も
に
、
移
行
完
了
後
の
運
用
経
費
等
に
つ
い
て
も
、
見
積
精
査
支
援
の
拡
充
等
を
行
う
ほ
か
、
移
行
の
実
態
を
踏

ま
え
て
適
切
な
財
政
措
置
を
講
じ
、
地
方
公
共
団
体
の
運
用
経
費
等
の
負
担
を
抑
制
す
る
こ
と
。
ま
た
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
利
便
性
向
上

及
び
行
政
運
営
の
効
率
化
を
実
現
す
る
た
め
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
・
Ａ
Ｉ
の
活
用
に
よ
り
自
治
体
Ｄ
Ｘ
が
積
極
的
に
推
進
で
き
る
よ
う
、
財

政
措
置
を
始
め
と
す
る
必
要
な
支
援
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

十
三
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
は
、
そ
の
復
旧
・
復
興
事
業
の
着
実
な
実
施
を
図
る
た
め
、
引
き
続
き
、
所
要
の

震
災
復
興
特
別
交
付
税
額
を
確
保
す
る
等
万
全
の
支
援
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
近
年
、
住
民
生
活
の
安
全
・
安
心
を
脅
か
す
自
然

災
害
等
が
多
発
し
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
事
前
防
災
の
視
点
も
含
め
た
防
災
・
減
災
の
推
進
及
び
被
災
地
の
復
旧
・
復
興
の
た
め
の
十



分
な
人
的
・
財
政
的
支
援
を
行
う
こ
と
。 

     
右
決
議
す
る
。 


